
福岡市消防団応援の店実施要綱 

 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、福岡市内に所在する事業所又は店舗等（以下「事業所等」という。）が消

防団員や家族など（以下「消防団員等」という。）に対し、自主的に優遇サービスを提供し、消

防団を支援することにより、消防団員の入団促進や地域防災力の向上などを目的とした福岡市 

消防団応援の店の実施について必要な事項を定める。 

 

（用語の定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるとこ 

ろによる。 

（１） 消防団応援の店 消防団員等に対し、自主的に優遇サービスを提供し、消防団を支援す 

る事業所等（以下「応援の店」という。）をいう。 

（２） 応援事業所 応援の店に登録した事業所等をいう。 

（３） 消防団応援の店登録証 応援事業所に対して、登録した証として発行するもの（以下 

「登録証」という。）をいう。 

（４） 消防団応援の店表示ステッカー 応援事業所に対して、消防団を支援する証として交付 

する表示ステッカー（以下「表示ステッカー」という。）をいう。 

 

（登録） 

第３条 応援の店に登録しようとする事業所等は、福岡市消防団応援の店登録申込書（様式第１

号）により、市長に登録を申し込むものとする。 

ただし、次に掲げる事業所等については、登録を行わないこととし、必要に応じて審査等を行

うこととする。 

（１）風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和 23 年７月 10 日法律第 122 号）

に規定する営業の許可、または営業等の届出を要する事業所等 

（２）福岡市暴力団排除条例第２条に規定する暴力団または暴力団員若しくは暴力団員と密接な 

関係を有する事業所等 

（３）宗教活動及び政治活動を行う事業所等 

（４）通信販売及びインターネットによる販売など対面による販売を前提としない事業所等 

（５）前各号に定めるもののほか、公序良俗に反する等市長が適当でないと認める事業所等 

２ 前項の申し込みは、原則として事業所等ごとに行うものとする。 

ただし、事業所等が市内に複数ある場合は、様式第１号（別紙）により一括して申し込むこ

とができる。 

３ 市長は、福岡市消防団応援の店登録管理簿（様式第２号）を備え付け、事業所等の名称及び

所在地等の必要事項を記録するものとする。 



 

（登録証及び表示ステッカー） 

第４条 市長は、応援事業所に対し、登録証（様式第３号）及び表示ステッカーを交付するもの

とする。表示ステッカーの書式等については別に定める。 

 

 （表示ステッカーの表示） 

第５条 応援事業所は、当該事業所の見えやすい場所に表示ステッカーを表示することができる。 

２ 応援事業所は、第１条の規定による目的を逸脱しない場合に限り、表示ステッカーの寸法を

同率に拡大または縮小したものもしくは「福岡市消防団応援の店」の文字をパンフレット、チ

ラシ、ポスター、看板、電磁方法（電子的方法、電磁的方法その他人の知覚によって認識する

ことができない方法をいう。）により行う映像、その他に表示することができる。 

 

（応援事業所の公表） 

第６条 市長は、応援事業所の名称等をホームページ等により公表するものとする。 

 

（優遇サービスの提供） 

第７条 優遇サービスの提供については、それぞれの応援事業所が任意に定める。 

 

（福岡市消防団員カードの提示） 

第８条 消防団員は応援事業所から優遇サービスの提供を受けようとする際は、福岡市消防団員

カード（以下「団員カード」という。）を提示するものとする。団員カードの要綱等について

は別に定める。 

 

（登録内容の変更） 

第９条 応援事業所は、事業所等の名称、所在地を変更したときまたは優遇サービスの内容を変

更したときは、市長に福岡市消防団応援の店登録内容変更届出書（様式第４号）を提出しなけ

ればならない。 

 

 （登録の廃止） 

第１０条 応援事業所は、事業を廃止したとき、または優遇サービスの提供を停止したときは、

市長に福岡市消防団応援の店登録廃止届出書（様式第５号）を提出しなければならない。 

 

（登録の取り消し） 

第１１条 市長は、応援事業所から第１０条の規定による届出があったとき、または応援事業所

が偽りその他不正な手段により登録証及び表示ステッカーの交付を受けたとき、もしくは第３

条第１項各号のいずれかに該当すると認めるときは、登録を取り消すものとする。 

２ 前項の規定により、登録を取り消された事業所等は、速やかに第５条の規定による表示ステ

ッカーを取り外し、市長に登録証を返納しなければならない。 



 

 （登録の継続） 

第１２条 応援事業所から第１０条の規定による登録廃止の届出がない場合、登録を継続するも

のとする。 

 

（その他） 

第１３条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 

 

付 則 

この要綱は、平成３１年１月１日から施行する。 

  改正文（令和３年１月 14日消団第 234号） 

この要綱は、令和３年１月 15日から施行する。 

  改正文（令和３年３月 25日消団第 286号） 

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 


